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特集◆高齢化する韓国社会――その帰結と課題

現役世代の生活基盤から考える韓国の年金問題
金　成垣

（明治学院大学）

はじめに

韓国では高齢者の半分以上が貧困層といわれて
いる。日本の生活保護にあたる国民基礎生活保障
で定める最低生計費を基準にした 65 歳以上の高
齢者の貧困率は 5 割を超えており、中位所得
50％を基準にした相対的貧困率は 6 割をはるかに
上回る。相対的貧困率に関する国際比較データを
みると、韓国は飛びぬけて高く、ワースト 1 を記
録しつづけている。このような状況からして、今
日、韓国では高齢者の貧困問題が重大な社会問題
の 1 つになっているといってよい。

韓国における高齢者の深刻な貧困問題の背景に
は、「無年金・低年金」に代表される年金問題が
ある。韓国の年金制度はまだ若く、そのため、今
後制度が成熟していくにつれてその問題が改善さ
れるであろうという見解もある。しかしながら、
現に制度を支える現役世代の生活基盤がますます
不安定化している現状をみると、「無年金・低年金」
問題が改善されるどころか、年金制度自体が機能
不全に陥ってしまう可能性が非常に高い。

本論文では、第 1 節において、韓国における高
齢者の貧困とそれとかかわる年金問題の概況を紹
介したあと、第 2 節において、現役世代の不安定
な生活基盤から年金制度の機能不全をもたらす状
況を明らかにする。これをふまえ第 3 節において、
年金問題の改善に向けた最近の政府の対策を取り
上げその意義と限界を検討する。

1．高齢者の貧困と「無年金・低年金」問題

（1）高齢者に広がる深刻な貧困問題
韓国における高齢者の貧困問題は最近のことで

はない。2011 年 2 月に韓国の公営放送である

KBS で、「黄昏の貧困、廃品を拾う老人たち」と
いう番組が放映された。高齢化が急速にすすむな
かで、多くの高齢者が貧困に陥っている現状を描
いたものである。

タイトルからわかるように、放送でとりあげ
たのは、廃品を集めて生計を維持している高齢者
たちである。1 日に段ボール 50	kg を集めて 7,000
ウォン程度（当時 500 円程度）、休日なしで集め
ても 1 ヵ月 20 万ウォン程度（当時 1.5 万円程度）
にしかならない。ソウルのある地域の調査によれ
ば、廃品を集めている人々のうち、8 割が 70 歳
以上の高齢者という。なかでは、20 年以上毎日、
廃品を集めてきた 80 歳近くの高齢者たちも少な
くない。

これら高齢者たちにインタビューをしたところ、
年金を受給していない。若いときに毎日の生活や
子どもの教育などで精一杯で、保険料を払う余裕
はなかったという。また公的扶助（国民基礎生活
保障）の存在を知らない人々も少なくない。申請
をしても、子どもがいることを理由に拒否される
ことが多い。また、子どもたちは自らの生活だけ
で精一杯であり、そのような子どもに頼ることは
できないと高齢者たちはいう。けっきょく今まで
通り、廃品を集めて生活をしていくしかない。

この番組が、極端なケースをとりあげたものか
というと、けっしてそうではない。さまざまな調
査から韓国における高齢者の高い貧困率が明らか
になっているからである。

韓国保健社会研究院の調査によると（チョンウ
ンヒ・イジュミ	 2015）、2015 年現在、韓国にお
ける 65 歳以上の高齢者の貧困率は 51.1％である。
この貧困率は、国の定める最低生計費を基準とし
たものであり、その数値からして、高齢者の半数
以上が最低生計費未満の貧困状態で暮らしている
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ことがわかる。この間の貧困率の推移をみると、
10 年前の 2007 年に 40.5％であったのが、2010 年
には 48.2％へと急上昇し、2013 年には 49.1％と
なり、2014 年（51.2％）から 50％を上回るよう
になっている。

一方、中位所得 50％を基準とする相対的貧困
率は、さらに深刻な状況を示している。同調査に
よれば、2007 年にすでに 5 割を超えていたが

（55.3％）、2010 年には 59.1％まで上昇し、2013
年には 60％を超えている（60.6％）。最新の 2015
年の調査では、63.3％まで上昇している。

国際比較的にみてはどうか。2015 年の OECD
統計をみると（OECD	 2015）、韓国における高齢
者の相対的貧困率は 49.6％となっている。国内の
調査に比べると低い数値であるが、OECD 平均

（12.4％）からして 4 倍にも達する、飛び抜けて
高い数値であり、OECD 諸国のなかではワース
ト 1 を記録しつづけている。

このような統計データからすると、上記の番組
でとりあげた「廃品を拾う老人たち」は、少数の
極端なケースとはいえない。その番組から貧困に
陥っている多くの高齢者の生活状況を垣間見るこ
とができるのである。2011 年の上記の番組以来、

「老人貧困」をテーマとする多数の番組やニュー
ス、新聞記事や書籍が出され、その悲惨な生活状
況が明らかになっている。

（2）公的年金制度の全体的な仕組みと現状
一般的に、退職後の生活を支えるのは年金制度

であり、それによって高齢者の貧困を防ぐ。しか
しながら、上記のような高齢者の深刻な貧困問題
を考えると、韓国の年金制度は高齢者の生活を支
える役割を果たすことができていないようである。

韓国では、1999 年に国民皆年金（1986 年法制定、
1988 年施行）が達成され、それに加え、2008 年
には低所得者のための基礎年金（2007 年法制定、
2008 年施行）が導入されている。これらの年金
制度の詳細については別稿で論じているが（金成
垣	 2012）、ここで簡単に紹介すると、前者の国民
年金は、韓国の年金制度の主軸として、保険方式
で全国民をカバーする制度であり、後者の基礎年
金は、副軸として、何らかの理由で前者の国民年

金の受給条件を満たせなかった、あるいは満たせ
たとしても受給額の低い人々を税方式でカバーす
る制度である。この 2 つの制度の組み合わせに
よってすべての国民の年金が保障されている。
問題は、年金制度全体にみられる低い給付水準で
ある。

まず、国民年金についてみると、同制度は
1988 年に施行され 2008 年から本格的に給付が始
まるが、その給付開始前に、2 度にわたって給付
水準を大幅引き下げる大改革が実施された（40
年加入時の所得代替率 70％→ 40％、保険料率 9％
維持）。急速な高齢化にともなう財政負担増を避
けようとして「世界で類例のない大幅削減」（金
成垣	 2011）が行われたのである。その結果、韓
国は OECD 諸国のうち、年金水準の最も低い国
になってしまった（OECD	 2009）。韓国でこのよ
うな大改革が実行できたのは、他の先進諸国とは
違って、本格的な年金受給開始前の改革であった
ため、年金受給者の利害関係より、保険料納付者
の利害関係を多く反映することができたからであ
るといえる。

いずれにせよ、この国民年金の現状をみると、
制度の経過年数が短いこともあって、2015 年現
在、65 歳 以 上 の 高 齢 者 の う ち 年 金 受 給 者 は
36.4％に過ぎない（1）。その受給額は平均月額 33.8
万ウォン（≒ 3.4 万円）と非常に低く、同年の最
低生活費 61.7 万ウォン（≒ 6.2 万円）の半分程度
の水準にすぎない（国民年金公団	 2015）。そのた
め今日、深刻な「無年金・低年金」問題が指摘さ
れている。

このような国民年金における「無年金・低年金」
問題に対処するために 2008 年に新しく導入され
たのが、税方式の基礎年金である。同制度では、
一定の所得水準以下の高齢者に対して給付を行っ
ている。この基礎年金の導入によって、「無年金」
問題の多くの部分が改善できたものの、「低年金」
問題の解決には大きく寄与することができなかっ
た。なぜなら、その給付額が、受給者の所得水準
に応じて最低 10 万ウォン（≒ 1.0 万円）から最
大 20 万ウォン（≒ 2.0 万円）までときわめて低
い水準に設定されているからである。この金額だ
けで生活を維持することは不可能であり、仮に国
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民年金の給付額にこれを足したとしても、最低生
計費を上回ることは難しい。

一般的に年金制度は高齢者の生活においてもっ
とも重要な役割を果たすものである。実際、2015
年の OECD データをみると（OECD	 2015）、多
くの先進諸国において高齢者の収入源のうち年金
の占める割合が 60 ～ 70％となっている。しかし
韓国では、以上のような状況のため 16％弱とい
う非常に低い水準となってしまっているのが現状
である。

（3）「低年金・無年金」問題は改善されるのか
韓国における年金制度の主軸である国民年金は、

既述したように 2008 年から本格的な受給が始
まっており、多くの先進国に比べるとその歴史が
非常に浅い。今後、時間の経過とともに加入者や
加入期間が拡大し、それにしたがい給付額も上
がっていき、他の先進国のように高齢者の生活を
支えることになるであろうか。確かに、2008 年
に基礎年金が導入された当時、国民年金が成熟す
るまでの臨時的措置として考える人もいれば、臨
時的措置とはいわなくても、国民年金が受給でき
ないあるいは受給額が少ないケースに対して、補
完的措置として考える人もいた（保健福祉家族部	
2008:	 3；ムンヒョンピョ編	 2007；カンギジョン	
2007；キムソンスクほか	 2008；コトクヨン	 2008
ほか）。

しかしながら、時間の経過がそのまま制度の成
熟に直結するとは限らない。国民年金が保険方式
を採用している以上、時間の経過とともに加入対
象の広がりと加入期間の伸び、またそれにともな
う受給額の上昇が伴わなければ制度の成熟にはつ
ながらない。ところが、いくつかの研究をみると、
今後も保険料の未納や滞納のため年金受給の対象
者が大きく広がることなく、2050 年頃に高齢者
の 4 割近くが年金の受給資格をもたないという予
測がある（イヨンハ	 2009：7）。給付額でみても、
今後も最低生計費をはるかに下回る水準にとどま
ることになるという調査結果がある（カンソンホ
ほか	2010:	174-177；キムヨンミョン	2010）。年金
制度をめぐる韓国国内の政治的議論や政策論の展
開において、国民年金より、「臨時的措置」ある

いは「補完的措置」であるはずの基礎年金の拡大
に焦点がおかれている現状をみると（2）、国民年
金に大きく期待できないどころか、副軸である基
礎年金がより重要な役割を果たすことになりつつ
あることを垣間見ることができる。

韓国における年金制度の主軸としての国民年金
が、以上のような危機的状況に陥ってしまってい
るのは、何より、現に制度を支えている現役世代
の生活基盤が非常に不安定化し、制度の機能不全
をもたらしているからであるといえる。次節では、
その不安定な現役世代の生活基盤を詳しく検討し
たい。前もって指摘しておけば、韓国における現
役世代の生活基盤の不安定さは次の 3 つの側面か
ら説明できる。第 1 に、若者が就職して労働市場
に進入する時期が非常に遅いという「若年層の就
労困難」の側面である。第 2 に、遅くなって進入
した労働市場では格差が拡大し激しく二極化がす
すんでいるという「労働市場の不平等」の側面で
ある。第 3 に、退職して労働市場から退出する時
期が非常に早く、その早期退職後に多くみられる
自営業の大多数が深刻な経営難に苦しんでいると
いう「自営業をとりまく劣悪な事業環境」の側面
である。これらは、安定した現役世代の生活基盤
を前提として作られた保険方式の国民年金の深刻
な機能不全をもたらす重大な問題であるに違いな
い。同時に、いうまでもないが、その現役世代の
生活基盤の不安定さは、彼（女）ら本人の現在そ
して今後の生活困難に直結する問題でもある。以
下、その具体的な現実に接近したい。

2．現役世代の不安定な生活基盤

（1）若年層の就労困難
韓国において多くの若者が初めて就職するのは、

20 歳台後半あるいは 30 歳台初頭と非常に遅い。
それをあらわしているのが、若年層にみられる低
い就業率（該当年齢人口のうち実際に就業してい
る者の割合）である。

表 1 を通して、2015 年の OECD データをみる
と、韓国における若年層（15 ～ 29 歳）の就業率
は 41.5％である。これは、日本（55.2％）よりは
るかに低く、OECD 最低の水準である（OECD
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平均 51.4％）。年齢別の詳細をみると、15 ～ 19
歳が 7.9％（日本 15.6％、OECD 平均 22.8％）で、
20 ～ 24 歳でも 46.1％（日本 64.8％、OECD 平均
56.5）と 5 割を切っている。25 ～ 29 歳（69.0％、
日本 82.3％、OECD 平均 72.7％）になると、初め
て 5 割を超えて 7 割近くなり、30 歳台に入って
ようやく 7 割を超えるが（74.3％、日本 80.8％、
OECD 平均 76.9）、いずれの年齢層においても日
本よりはるかに低い数値が目立つ。ちなみに、韓
国国内での推移をみると、若年層の就業率はこの
20 年間で大きく低下している（1995 年 46.4％
→ 2005 年 44.9％→ 2015 年 41.5％）。

このような低い就業率は、7 ～ 8 割に達する韓
国の高い大学進学率（浪人を含むと 8 ～ 9 割）に
よってある程度説明できる。しかし、日本の状況
からは想像しにくいことかもしれないが、韓国の
20 歳台の多くが、より良い就職のために、卒業
してから、あるいは卒業を延長してその準備に取
りかかっていることが、若者の低い就業率の主な
原因であることを指摘しなければならない。

確かに韓国では「就業準備生」（卒業後に就業
準備中の者）や「NG 族」（No	Graduation の略語：
休学をしたり卒業を伸ばしたりして学生の身分で
就職準備中の者）と呼ばれる若者が多い。まず、
前者の就業準備生についてみると（3）、2015 年現
在、その数が 64.3 万人にも達し、就業準備生に
関するデータ集計がはじまった 2003 年の 33.2 万
人に比べて倍近く増えている。これは、統計上の
失業者数（2015 年 15 ～ 29 歳で 39.7 万人）をは
るかに上回る数値であり、そのため、実際の失業
者数は 100 万人に上るといわれている。次に、後
者の NG 族については正確なデータはないが、教

育部の報道資料を引用した「朝鮮日報」（2016 年
2 月 29 日）の記事によれば、全国大学で 2011 年
に 0.8 万人程度であった NG 族が、2015 年には 2.5
万人へと 3 年間で 3 倍以上増加しているという。
その結果、同年 5 年生以上の大学在学生の数が
12 万人にも達している。韓国の男性の場合、兵
役のため一般に在学期間が延びるが、最近は、就
業準備のための休学が急速に増え、男女ともに在
学期間の伸び率が激しく平均で 6 年近くなってい
るのが現状である（金成垣	2012）。

つけくわえるならば、2015 年から韓国では、
ILO の勧告にしたがい、失業者を幅広く捉える指
標によるデータ集計がはじまっている。それをみ
ると、上記の就業準備性や NG 族に加え、不本意
であるは一時的にパートやアルバイトなどに従事
している、いわゆる不本意非正規労働者が広義の
失業者としてカウントされる。この不本意非正規
労働者（79.3 万人）と上記の就業準備性、NG 族
をすべて合わせると、2015 年現在、その数が
179.2 万人にも上るという分析結果も出ている（イ
ジュンヒョプ	2016）。

いずれにせよ、以上のような若年層の低い就業
率は、韓国における多くの若者が就職して労働市
場に進入する時期が遅い現状を示しているもので
ある。本稿の問題関心にかかわっていえば、この
ような状況が、年金を含む社会保険への加入を阻
害する要因になっていることが重要である。実際、
最近、若年層において年金を含む社会保険の加入
率が低下していることが明らかにされている（イ
スンユン・イジョンア・ペクスンホ	 2016）。就職
の時期が遅くなると、それが社会保険の加入対象
の縮小や加入期間の短縮につながり、制度の機能
不全をもたらしているのである。

（2）労働市場の不平等
以上の、多くの若者が就職して労働市場に進入

する時期が遅いという現状の背景には、韓国の労
働市場にみられる深刻な不平等の問題がある。
1990 年代末のアジア金融危機のさいに、危機克
服のために取り入れた労働市場の柔軟化政策に
よって、低賃金など劣悪な労働条件で働く不安定
な雇用が急速に広がっていった。ますます狭き門

表 1 若年層の就業率（2015 年）
（単位：％）

韓国 OECD 平均 日本

15 ～ 29 歳 41.5 51.4 55.2
15 ～ 19 歳 7.9 22.8 15.6
20 ～ 24 歳 46.1 56.5 64.8
25 ～ 29 歳 69.0 72.7 82.3
30 ～ 39 歳 74.3 76.9 80.8

資料：OECD	Statistics（http://stats.oecd.org/）から作成
（2017 年 7 月 23 日アクセス）。
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となった安定した雇用の場をめぐって激しい競争
が行われ、その超競争社会のなかで、就業準備生
や NG 族が増えつつ、労働市場への進入の時期が
どんどん遅くなってきたのである（金成垣	2012）。

韓国における労働市場の不平等の現状を、国際
比較可能なかたちであらわしているのが、賃金労
働者全体に占める低賃金労働者（中位賃金の 2/3
未満）の多さである。図 1 は、できるだけ多くの
国々の最新のデータがとれる 2014 年の OECD 諸
国における低賃金労働者の割合を示したものであ
る。そこにみられるように、韓国における低賃金
労働者の割合は 23.7％で、OECD 平均（16.1％）
をはるかに上回り、アメリカ（24.9％）に次ぎワー

スト 2 位を記録している（日本は 13.9％）。この
低賃金労働者の多さを反映して賃金の不平等も顕
著にあらわれている。すわなち、労働者の賃金分
布を 10 分位に分けて、高賃金労働者の賃金と低
賃金労働者の賃金の比率を測定したデータをみる
と（図 2）、同年、韓国は 4.59 で、同じくアメリ
カの 5.04 に次ぐワースト 2 位を占めている（日
本 2.94）。

以上のような国際比較可能なデータから確認で
きる韓国の低賃金労働者あるいは賃金の不平等に
ついて、その詳細を検討するためには、大企業と
中小企業、正規職労働者と非正規職労働者のあい
だの賃金格差をみるのが妥当である。

図 1 OECD主要国における低賃金労働者の割合（2014 年）	 （単位：％）
資料：OECD	Statistics（http://stats.oecd.org/）から作成（2017 年 7 月 25 日アクセス）。

図 2 OECD主要国における賃金不平等：上位 10分位と下位 10分位の賃金比（2014 年）	 （単位：倍）
資料：図 1 と同じ。
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表 2 は、雇用労働部の「雇用労働統計」をもと
に、企業規模別・雇用形態別の賃金とその格差を
まとめたものである。それをみると、労働者のあ
いだの賃金格差がはっきりとあらわれている。す
なわち、2015 年現在、大企業の正規職労働者の
賃金を 100 にした場合、中小企業の正規職労働者
は、51.4 と半分程度の水準である。大企業の非正
規労働者は 4 割を切っており（39.3）、中小企業
の非正規職労働者になると、20 割前半まで下が
る（23.9）。同表の 2006 年のデータから 10 年前
の状況と比較してみると、その格差が大きく広
がってきた状況が読み取れる（4）。

このような賃金格差の状況に関して、正確な国
際比較ができるデータは見当たらない。しかし、
大企業と中小企業の格差に関するある調査によれ
ば（ノミンソン	 2017）、アメリカ、カナダ、ドイ
ツ、日本の場合、中小企業の賃金水準が大企業に
比べて少なくとも 7 割以上を維持しているとされ
ており、それに比較すると、5 割を切っている韓
国の賃金格差は非常に深刻といってよい（2015
年、大企業 4,939 ウォン：中小企業 2,407 ウォン
＝ 100：48.7）。また、正規職労働者と非正規労働
者の賃金格差に関しても、しばしばその格差問題
の深刻さが指摘される日本において、非正規職労
働者の賃金が正規職労働者の賃金の 6 割台後半を
維持していることを考えると（5）、5 割を切ってい
る韓国の状況（2015 年、正規職労働者 3,194 ウォ

ン：非正規職労働者 1,372 ウォン＝ 100：43.0）
は非常に深刻であるといえる。

大企業と中小企業、正規職労働者と非正規職労
働者のあいだにみられる以上のような格差問題は、
賃金の側面だけではない。詳細は省くが、賃金の
みならず、賞与の水準、社会保険の加入状況、福
利厚生の利用など他のさまざまな側面でも明確に
あらわれている（ソジョンヒ・ペクスンホ	2014；
チャンヘヒョン	 2015；チャンジヨン	 2017；ノミ
ンソン	2017 ほか）。そのような現状のなかで、劣
悪な条件で働いている中小企業や非正規職の労働
者は、頻繁に転職するケースが多い。OECD 諸
国のうち最短の勤続年数がそれをあらわしている
が（図 3）、ただし注意しなければならないのは、
非正規職労働者から正規職労働者への転換率の極
端な低さからわかるように（図 4）、韓国で転職
によって雇用の安定が獲得される可能性は非常に
低いことである。

以上のような不安定で劣悪な労働市場のなかで
働いている多くの労働者が、年金を含む社会保険
に加入し安定して保険料を納付しているとは思え
ない。実際、未納や滞納あるいは納付猶予の手続
きをする人々が増え、その期間も長くなっている
ことが、多くの研究によって明らかになっている

（イビョンヒほか	 2011；ユギョンジュン	 2012；
ユンジョンヒャン	2013；雇用労働部	2014 ほか）

（3）自営業をとりまく劣悪な事業環境
20 歳台後半 30 歳台初頭になってはじめて就職

して進入した労働市場がさまざまな格差問題に
よって不安定化しているなか、ここでより問題と
のなるのは、退職年齢が非常に早いということで
ある。

韓国では定年退職制度（60 歳）は存在するが、
さまざまな要因によってそれがきちんと機能して
おらず、「希望退職」「名誉退職」といった名のも
とで、企業の都合によって比較的に若い時期にリ
ストラされるケースが多い。そのため、実際の退
職年齢をみると、40 代後半あるいは 50 代前半と
驚くほど低い（Higo	and	Thomas	eds.	2015；チウ
ンジョンほか	 2015）。労働者個々人に「体感定年
退職年齢」（本人が予想する退職年齢）を聞くと、

表 2 企業規模別・雇用形態別の賃金とその格差
（単位：千ウォン、％）

企業規模 雇用形態 2006 年 2015 年

全　　体

全体 2,069 55.4 2,740 50.2

正規職労働者 2,330 62.4 3,194 58.6

非正規職労働者 1,089 29.2 1,372 25.2

大 企 業

全体 3,520 94.2 4,939 90.6

正規職労働者 3,735 100.0 5,453 100.0

非正規職労働者 1,497 40.1 2,143 39.3

中小企業

全体 1,818 48.7 2,407 44.1

正規職労働者 2,044 54.7 2,802 51.4

非正規職労働者 1,059 28.4 1,304 23.9

資料：雇用労働部「雇用労働統計」（http://laborstat.molab.go.kr/）
から作成（2017 年 7 月 24 日アクセス）
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平均で 50.9 歳（公企業 54.8 歳、中小企業 50.8 歳、
大企業48.8歳）という調査結果もある（「中央日報」
2017 年 4 月 17 日）。就職して労働市場に進出す
る時期が遅いことに加え、退職年齢の早さによっ
て、人々の現役時代が非常に短くなっている。こ
の現役時代の短さが年金を含む社会保険の安定的
な運営に及ぼす悪影響はいうまでもない。

ここでより重要なのは、比較的に若い年齢で退
職した人々の多くが、その後の生計維持のために
選択するのが自営業であるが、その自営業をとり
まく事業環境が非常に厳しいということである。
いくつかのデータからその実態を確認してみよう。

図 5 は、就業者全体に占める自営業者の割合を

示す OECD 統計である。図にみられるように、
2015 年現在、韓国は 25.9％で、OECD 諸国にお
いてギリシャ（35.2％）、トルコ（33.0％）、メキ
シコ（32.1％）に次ぐ 4 番目とトップレベルであ
る（OECD 平均 15.8、日本 11.1％）。ただし、韓
国より上位に並ぶ国々で観光業が主要産業である
ことからして、そうでなない韓国における自営業
の多さを「過剰状態」であるというのが一般的な
見解である（イビョンヒほか	 2016；イグンほか	
2014；国会予算政策処	 2015；イグンほか	 2016）。
そして、その過剰をもたらしている主な要因が、
中高年の早期退職にあることには異論がみられ
ない。

図 4 非正規職労働者の正規職労働者への転換率（非正規職勤務 3年後）（2013 年）	 （単位：％）
資料：OECD（2013）から作成。

図 3 OECD主要国の平均勤続年数（2013 年）	 （単位：年）
資料：OECD	Statistics（http://stats.oecd.org/）から作成（2017 年 7 月 25 日アクセス）。
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図 5 OECD諸国における自営業の割合（2015 年）	 （単位：％）
資料：OECD	Statistics（http://stats.oecd.org/）から作成（2017 年 7 月 27 日アクセス）。

図 6 を通して、国内の近年の動向をみると、そ
の一面を確認することができる。1990 年代末の
アジア金融危機に発生した大量失業の受け皿とし
て急増した自営業者数は、2000 年代半ばからは
減少傾向に転じた。しかし 2010 年を前後として、
その減少傾向が止まり、増加傾向がみられる年も
あらわれている。そのような最近の変化を牽引し
ているのが、図 7 で確認できるように、50 歳台
以上の自営業者の増加である。図にみられるよう
に、50 歳台以下の自営業者は持続的に減少して
いるものの、50 歳台以上の自営業は逆に増えて
きている。これは、2010 年前後にベビーブーム
世代（1955 ～ 1963 年生まれ）の退職が始まり、
その多くが自営業に流れ込んでいることを物語っ
ている（パクジンヒ	 2012；ジョンインウ・チョ
ンワンス	 2014；キムボクスン	 2014；イムジン	
2016）。確かに 50 歳台の自営業者に自営業を選ん
だ理由を聞くと（6）、退職後に再就職など「他の
代案がなかったから」（82.6％）という答えが圧
倒的に多い（「成功可能性があるため」14.3％、「家
業を継ぐため」1.3％、「その他」1.8％）。今後、
ベビーブーム世代の退職が本格的にすすむと、自
営業者の数がさらに増えていくことが予測される。

問題は、それらの自営業を取り巻く事業環境が
非常に厳しいことである。すなわち、自営業の「過
剰状態」が「過当競争」をもたらし、そのなかで
数多くの自営業が経営赤字や借金で苦しんだり、
閉業に追い込まれたりする状況が多く見受けられ

ている。
中小企業研究院の調査によれば（ナムユンヒョ

ン	 2016）、自営業の創業 1 年以内に閉業する割合
は 40.2％であるという。つまり、創業 1 年目の生
存率が 59.2％ということになるが、2 年目は
46.3％、3 年目は 38.0％、4 年目は 33.4％、5 年目
は 30.9％まで下がってしまう。2015 年のデータ
で計算すると（7）、毎日平均 3000 の自営業が生ま
れるなか、毎日 2000 の自営業が閉業するという
状況になっている。

閉業する理由は、いうまでもなく、売上が上が
らないからである。上記の中小業企業研究院の調
査によれば、閉業時の平均売上は月 1051 万ウォ
ン、必要経費を除いた所得は月 112 万ウォンで
あった。上記の表 1 に占めているように、2015
年現在、労働者全体の平均賃金 274 万ウォンに比
べると、その半分をはるかに下回る金額である

（40.9％）。平均賃金のもっとも高い大企業の正規
職労働者（545 万ウォン）に比べると 2 割まで下
がり（20.6％）、もっとも低い中小企業の非正規
職労働者（130 万ウォン）にも満たない金額であ
る（80.6％）。廃業せず、事業を維持しようとす
ると、銀行からの融資が増えることになる。実際、
自営業の負債の問題が深刻な社会問題になってい
るのが現状である。

以上のような状況のなかで、自営業者にとって、
年金を含む社会保険の保険料は大きな負担になら
ざるをえない。上で、劣悪な労働市場で働いてい
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る多くの労働者に、年金を含む社会保険の保険料
未納や滞納の問題がみられていると指摘したが、
自営業者においてもそれ以上に問題が深刻である
といえる。実際、2015 年現在、年金保険料の納
付猶予を申請しているのが、自営業者全体の半分
以上（54.7％）である（国民年金公団	2015）。

3．問題解決のための試みとその可能性

（1）「無年金・低年金」問題は改善されない
これまでみてきた現役世代の不安定な生活基盤

を考えると、時間の経過とともに今後、国民年金
が成熟していくどころか、むしろ、保険料納付者

の縮小、保険料の納付額や納付期間の短縮などに
よって、年金として機能できなくなってしまうの
ではないかという疑問をもたざるをえない。先に
とりあげた年金制度の将来推計に関するいくつか
の研究において、「無年金・低年金」問題の改善
に関して否定的な推計結果が出された背景には、
以上のような現役世代の不安定な生活基盤がある
といえる。

加齢というリスクは、誰もが経験しうるもので
ある。そのため、多くの国々において、それを個
人的リスクではなく社会的リスクとして捉え、そ
れに対応するための社会制度として年金制度を導
入し運営している。しかし上でみてきた韓国の状

図 6 自営業者数の推移（1998 ～ 2015 年）	 （単位：千人）
資料：統計庁「経済活動人口調査」（http://kostat.go.kr/）から作成（2017 年 7 月 27 日アクセス）

図 7 年齢別にみた自営業者の推移（2007 ～ 2015 年）	 （単位：千人、％）
資料：統計庁「経済活動人口調査」（http://kostat.go.kr/）から作成（2017 年 7 月 27 日アクセス）
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況をみると、現行の年金制度とくに国民年金が、
加齢という社会的リスクに対応できる制度になっ
ているとはいえない。それに対する何らかの改革
が求められているといえよう。

（2）3つの改革案とその捉え方
何らかの改革といっても、無数の選択肢がある

わけではない。これまでみてきた韓国の現状から
すると、大きく分けて 3 つの改革の案が考えられ
る。第 1 に、現役世代の不安定な生活基盤にメス
を入れること、つまり「労働市場の安定化」改革

（①）、第 2 に、機能不全に陥っている国民年金に
メスを入れること、つまり「国民年金の機能強化」
改革（②）、第 3 に、国民年金とは別に、基礎年
金の水準の低さや対象の狭さにメスを入れること、
つまり「基礎年金の拡大」改革（③）という 3 つ
の改革案である。ここでは本稿の最後に、これら
の 3 つの改革案をベースにしながら、韓国におけ
る年金改革の意味とその可能性および限界、そし
て今後の課題について考えてみたい。

3 つの改革案のうち、①と②は一つのセットと
いえる。つまり、労働市場の安定化が行われなけ
れば、保険方式を採用している国民年金の機能強
化は考えられないのである。それを前提に韓国の
現状をみると次のようなことがいえる。

すなわち、労働市場の安定化というのは、安定
した正規雇用の創出と拡大、非正規雇用の縮小や
差別禁止、零細中小企業の保護、最低賃金の引き
上げ、解雇規制や定年延長等々、基本的に労働市
場への規制強化によってすすめられるものである。
しかし、今日の経済のグローバル化や脱工業化の
なかで、さらに世界経済への依存度の非常に高い
韓国経済において、そのような規制強化が簡単に
実現できるかというと、そうではない。実際、国
内では経済競争力のため規制強化に対する反対の
意見が多く、さらに、より強い規制緩和が求める
意見も少なくない。そのような状況のなかで、韓
国政府は現在、①の労働市場の安定化とは無関係
に、②の国民年金の機能強化のために、零細中小
企業や非正規職の労働者への保険料支援や減額の
ようなかたちで国民年金の機能強化を試みている
が（8）、実際の政策効果がほとんどみられないの

が現状である（イビョンヒ	 2016；キムヨンスン	
2017）。労働市場の安定化を随伴しない国民年金
の機能強化は現実的に難しいのである。

となると、当面の高齢者の貧困や年金問題を解
決しようとすると、③の基礎年金の拡大がもっと
も現実的で有力な改革案となる。この点について
は、明示的にではないにしろ、韓国政府も認識し
ており、そのため近年、基礎年金の拡大をめぐる
議論や実際の改革が行われつづけてきている。

前節で述べたように、基礎年金は、国民年金が
成熟するまでの「臨時的措置」あるいは「補完的
措置」として 2008 年に導入された。しかしその
後も、国民年金における「無年金・低年金」問題
に大きな改善がみられず、それを補うためにこの
10 年間、基礎年金の対象者の拡大と給付水準の
引き上げが行われつづけてきた。2017 年 5 月に
登場した新政権も、基礎年金のさらなる拡大を提
案している。上で述べたように、現役世代の不安
定な生活基盤を考えると、今後も保険方式の国民
年金に期待をすることが難しく、税方式の基礎年
金のさらなる拡大は正しい政策判断といえる。基
礎年金はもはや「臨時的措置」でも「補完的措置」
でもなくなっているのである。

ただし、注意しなければならないのは、基礎年
金が拡大されることによって、国民年金と基礎年
金の間で新しい問題が生じうるということである。
同じ対象者に対して、保険方式の制度と税方式の
制度の両方を並列して運営すると、保険料を払わ
なければならない国民年金からの逸脱が発生して
しまうのは当然なことである。この問題は、これ
まで基礎年金が「臨時的措置」あるいは「補完的
措置」と認識されていたがゆえに、大きな問題と
してとりあげられることがなかった。しかし今後、
基礎年金が「臨時的な措置」でも「補完的措置」
でもなく、さらに拡大しつづけていくと、それが
必然的に国民年金の存在基盤を崩してしまう事態
をもたらすことになる。そのため、基礎年金を拡
大するにあたり、国民年金の運営にどのような影
響を与えるかという、両制度の関係性あるいは位
置関係についての議論が伴わなければならない。
この点について、さまざまな国の多様な歴史的経
験を参考にした理論的・実証的分析とそれをベー
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スにした政策論の展開が今後の重要な課題になる。
つけくわえるならば、韓国における税方式の基

礎年金の拡大は、単に年金制度だけでなく、社会
保障全体あるいは福祉国家全体という大きな文脈
のなかで捉えるべきである。先述したように、現
役世代の生活基盤の不安定さは、現在の年金制度
の機能不全をもたらすという問題にとどまらず、
彼（女）ら本人の現在そして今後の生活困難に直
結する問題である。そして、その生活困難の問題
を対応できるのは保険方式の制度ではない。本稿
の分析からすでに明らかになったことだが、

「OECD 諸国のうち、雇用がもっとも不安定な韓
国において、貢献原則にもとづく社会保険制度は、
ほとんどの人々のニーズに対応することができな
い」（ユンホンシク	2016:	1018）。税方式の基礎年
金の拡大は、このような文脈のなかで必然的にす
すめられているものであるが、高齢者のための年
金制度だけでなく、最近、韓国では「税をベース
にすべての国民に対して最低限の生活を送るのに
必要とされる額の現金を無条件で支給する」ベー
シックインカム（Basic	Income）が「韓国福祉国
家体制が直面している問題を解決する代案になり
うる」（ユンホンシク	2016:	1018）という認識のも
とで、それに関する理論的・実践的議論が活発に
行われているのが現状である（キムキョソン	2009;	
2016；ペクスンホ	2010；カンナムフンほか	2010；
イミョンヒョン	2014；イスンユン・イジョンア・
ペクスンホ	 2016；ポクコイルほか	 2017；オジュ
ンホ	2017 ほか）。ベーシックインカムは近年、日
本を含む多くの国々において、その政策的有効性
や実現可能性をめぐる議論が展開されており、
フィンランドのように実験が行われたり、スイス
のように導入可否をめぐる国民投票が行われたり
する国もあらわれているなど、かつてに比べると
現実味を帯びた改革課題および研究対象となって
いるといってよい。本稿でみてきた韓国の状況が、
そのような世界的な動向にどのような意味や意義
をもつのかを明らかにすることを今後の重要な課
題と指摘し、ここで本稿を閉じることにしたい。
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（1）韓国の公的年金制度は、国民年金とともに、公務
員年金や市立学校教職員年金など特殊職年金がある。
そのすべての制度の受給者を合わせると 40.4％とな
る（国民年金公団	2015）。

（2）この点については、第 3 節で年金改革をめぐる最
近の動向との関連で再度取り上げる。

（3）統計庁のデータ（http://kostat.go.kr/）を参照、
2017 年 7 月 23 日アクセス）。

（4）このように、大企業と中小企業、そして正規職と
非正規職のあいだに 2 倍まで広がる賃金格差を考え
れば、高学歴の若者が、大企業ではなく中小企業を、
正規職ではなく非正規職を選択することはけっして
容易なことではない。雇用吸収力からして大企業の
正規職労働者になるのは極めて厳しいとしても、高
学歴の若者にとって、それをめざして就業準備生や
NG 族を選択することは、合理的な判断なのである。

（5）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（http://
www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html）、
2017 年 7 月 25 日アクセス。

（6）中小企業庁「全国小商工人実態調査」（http://
www.mss.go.kr/）、2017 年 7 月 28 日アクセス。

（7） 国 税 庁「2016 年 国 税 統 計 」（http://stats.nts.go.
kr/）、2017 年 7 月 28 日アクセス。

（8）年金問題の改善に向けての政府の対策は、大きく
分けると、国民年金の枠内での対策と枠外での対策
の 2 つがある。本文中でとりあげる基礎年金は、国
民年金の枠外での対策である。枠内での対策として
代表的なのが、保険料支援制度がある（「ドゥルヌリ
社会保険」）。従業員を雇っている自営業者に対して、
保険料の 40 ～ 60％を支援する制度である。同制度は、
2012 年にスタートし、その後徐々に対象者や支援水
準を拡大している。国民年金の保険方式を守りなが
らも、国庫負担の投入によって、加入や納付インセ
ンティブを上げようとする制度であるが、実際には、
同制度を使用しても、社会保険の新規加入による負
担が大きいこと、そして、同制度の申請によって所
得が正確に把握され税負担が大きくなってしまうこ
とで、零細自営業者においてむしろ回避現象がみら
れるとされる（イビョンヒほか	2016）。


